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「これまでの審議テーマに関する追加意見や追加資料」 
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「これまでの審議テーマに関する追加意見や追加資料」に関する意見 

委員名 岡本 秀範 

本旨・結論 

「地域生物多様性増進活動促進法案」（2025 年度の施行見込み）と重要湿地などに

ついて 

このほど環境省は管理されずに劣化した荒廃地の自然を回復させる民間の取

り組みを国が認定する制度を新たに導入する方針を固めた。(1)企業、NPO など

民間事業者が生態系保全に取り組む「自然共生サイト」も同時に国の認定制度

として位置づける方針とされる。これまで荒廃地は同サイトの対象外で、自然

再生に向けた取り組みを促進する制度がなかったが、損なわれた生態系を再生

させる民間の取り組みを新たに国が認定することとなる。この画期的な制度

は、生物多様性の国際目標「昆明・モントリオール目標」が目指す30by30目標

(2030 年までに陸域と海域の面積のそれぞれ 30%以上を保全する目標)に基づい

ている。劣化した生態系の 30%以上の再生も目指されているからだ。 

  これまでの当審議会の議論で重要湿地(美佐野ハナノキ湿地群)内のゴルフ場

開発の盛土跡などが議論になったが、候補地 A,B ともに希少野生動植物が生息

する重要なエリアであることが第５回で確認された。上述のように環境省は荒

廃地までも自然の再生を図ろうとしており、その姿勢に30by30目標達成へのな

みなみならない熱意を感じざるを得ない。重要湿地は保全に向けた積極的な議

論や協議が当然求められよう。 

意見の根拠、理由など  ※適宜、行を追加するか、用紙をコピーしてご利用ください。 

注） 

(1) 荒地の自然再生 国認定 環境省導入へ 民間活動後押し

毎日新聞 2024 年（令和 6 年）1 月 30 日

意見を裏付ける資料  ※意見の根拠として引用・明示した資料のみとしてください。 

※どの意見を裏付ける資料なのか、上記コメント中及び資料に分かるよう明示

してください。

資料① 全 枚 

資料② 全   枚 

資料③ 全   枚 
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様式２ 

1/1 

提出日  令和 6年 2月 3日 

 

「これまでの審議テーマに関する追加意見や追加資料」に関する意見 

 

委員名  小栗 幸弘 

 

本旨・結論 

１．第４回審議会において「盛土の安全性は一定程度認める」としましたが、「高盛土委員会の審議結 

果」はボーリング調査で地質を確認し、「林地開発許可審査の手引き」に従い盛土すれば、安全基準 

を満たしているので、「ひとまず安全」というもので、永久に盛土の安全を保証するものではないので 

はないでしょうか？地元が欲しいのは「永久に崩れません」という盛土（保証）です。 

今後予想される巨大地震、豪雨を何十回と繰り返しても、安全といえるでしょうか？ 

くどいようですが「全てが安全基準を上回る」という結果は、工事完了直後の保証で、数百年後花崗 

岩が真砂土と化し、重機で踏み固めた地盤は時を経れば緩んできますので、先のことは判らないの 

ではないでしょうか？ 

また遠い将来花崗岩が風化して「真砂土」と化し、豪雨のたびに可児川へ崩れ落ち、可児川の 

 川底が嵩上げされる心配がぬぐえません。 

私が子供のころは、夏には烏帽子橋付近（鬼岩）で水泳をしたり、岩から川に飛び込んだりして 

遊んでいましたが、今では豪雨のたびに呂久沢から大量の土砂（真砂土）が流れ込み、川底が土砂 

で埋まり、泳ぐことが出来なくなりました。 

遠い将来トンネル残土が風化し、花崗岩は真砂土となって可児川を埋め尽くすようなことが無いよ 

う「コンクリート壁（土留め壁）」を設置することを検討してください。そうして頂ければ少しは安心できま 

す。 

可児川沿いに住む住民にとって、末永く安心して暮らせる保証が必要です。 

 

 Cf.しかし何といっても「トンネル残土置き場にしないこと」が第一です。 
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様式２ 

提出日  令和 ６ 年 ２ 月 ４ 日 

 

「これまでの審議テーマに関する追加意見や追加資料」に関する意見 

 

委員名   篭橋まゆみ  

 

本旨・結論 

・第 3 回の現地視察については、全体のほんの一部のみの見学となり、偏った見解をもたれた委員が

おられたと感じました。地元の方、自然保護団体の方、あるいはアドバイザーなどの方に全体像をパワ

ーポイント等で解説いただき、現地情報の共有をすべきと考えます。 

・第 4 回会議録における文面の大幅カット、資料の黒塗り部分などは、公開で行われた会議であるため

不必要と考え抗議いたします。 

・第 5回審議会で佐賀委員が辞任されたと説明がありました。佐賀委員は 13名の公募者の中から高得

点で当選された委員ですので、次点の方が委員に任命されるべきだと思います。または前例にならい

佐賀さんのご推薦の方は入られないのですか？ 

・第 5 回重要湿地と希少種の保全について「ハナノキ」の専門家である佐伯先生に膨大な質問を送り、

短い時間で、丁寧な返答をいただきました。これに対する議論が尽くされていないと感じ、今一度議論

に挙げ問題点の共有をすべきと思います。 

・第 5 回審議会において、杉本委員から「JR の資料と篭橋資料のハナノキの本数が違う。篭橋資料が

間違っているかも知れない」とご指摘がありましたので、現地確認を求めます。 

・希少種保全、湿地保全に対する JR の見解は、フォーラム説明と同じで有り、フォーラム時の委員の先

生のご指摘が反映されていなかったこと（例：木道の整備の是非は別の議論が必要）は遺憾に思いま

す。 

・植物については、移植、播種より以前に「標本採集」を行うことが必要です。標本として後世に残すこと

が開発で消滅させる人間の役割と思います。 

・希少種保全については、JR 主導の感が否めません。御嵩町として保全に対し、どのような対応をお考

えなのかお示しいただきたいと思います。 

・「JR東海は条例を守る事業主さんですか？」との質問のお答えをいただいてください。 

 

意見の根拠、理由など  ※適宜、行を追加するか、用紙をコピーしてご利用ください。 

１． 

 

 

２． 
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様式２ 

３． 

 

 

４． 

 

 

 

 

意見を裏付ける資料  ※意見の根拠として引用・明示した資料のみとしてください。 

※どの意見を裏付ける資料なのか、上記コメント中及び資料に分かるよう明示 

してください。 

  

資料①   全   枚  

資料②   全   枚  

資料③   全   枚  
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提出日  令和６年２月２日 

 

「これまでの審議テーマに関する追加意見や追加資料」に関する意見 

 

委員名   吉田 泰規        

 

本旨・結論 

盛土を認めた場合 

1 小中規模災害があり、補修が必要となった場合の重機・車両進入路など維持管理のことも考慮して

いただく必要がある。また、死角があったり、点検者が面倒と思うようなことがない点検通路の整備

が必要。 

2 誤って盛土内に重金属が混入していることが発覚した場合は、どのような対応をするのか、現時点

で検討している方法を示していただいた方がいい。 

3 JR 東海さんの委員会のメンバーに岐阜県建設発生土処理対策調査委員会の方を 1 名でもいい

ので選出していただきたい。岐阜県のルールである岩質変化点等での溶出量検査などを取り入れ

ていただきたい。 

 

意見の根拠、理由など  ※適宜、行を追加するか、用紙をコピーしてご利用ください。 
１． 

 新設工事というのは、工事目的物を作り上げることが最大の目標であり、のちのちの
補修や維持管理についてはあまり考えられずに設計されているものが多い。 

 盛土崩落については、有識者の評価も受けているため議論することはないが、盛土の
り面の肌落ちや洗堀などの盛土構造を脅かさない規模の損傷は発生する可能性は十分
ある。 

 そうした場合にどのように重機を搬入するのかなどが当初設計から検討されておかな
ければならない。搬入路を新たに設けなければならない場合に新たに湿地帯を破壊す
ることになったり、リニア建設に好意的でない方の土地を通過しなければならず、復
旧に時間がかかることが予想される設計であれば、再検討していただく必要がある。 

 通水断面が確保されている排水溝も勾配がゆるく土砂や落ち葉がたまっていたら溢水
する可能性がため、そのような恐れのある場所は、清掃や点検がしやすい構造として
おくなどの配慮が必要である。 

 盛土の異変がないかを確実に確認できるように、全面的な点検通路の整備は必要であ
る。 
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２． 

 盛土からの排水等から有害物質が検出された場合、最終判断は実際に事象が生じた場
合に重金属の委員会を開催して決定されることは承知するが、現時点でどのような考
えであるかは示していただいた方がよいと考えています。 

 土対法の汚染の除去で示されているのは、原位置封じ込めや遮水工封じ込めなどの封
じ込め系、掘削除去や原位置浄化などがありますが、封じ込め系の対策はまた議論と
なるので掘削除去と明言いただければ町民も安心すると考えます。 

 調査方法は、10ｍ四方か、30ｍ四方に 1 か所調査して、汚染されていればその区画を
除去かと考えています。 

 

３． 

 重金属の溶出量検査の頻度は 1500ｍ3 に 1 回等ＪＲ東海さんの案で異論はないが、岩
質の変化点や破砕帯が出現した場合は、その部位の試料で検査を行うこと。初めから
2 ㎜以下の試料を優先的に検査するようお願いしたい。 

 ＪＲ東海さんの重金属の委員会には、岐阜県のルールや事例、地盤に詳しい岐阜県建
設発生土処理対策調査委員会のメンバーも選出いただきたい。 
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